
 

 

2025年 1月 24日 

 

株式会社フレッシュファームちばの株式取得による子会社化について 

 

千葉銀行（頭取 米本 努）（以下「当行」）は、本日開催の取締役会において、関係当局の他業

認可取得を前提に、株式会社フレッシュファームちば（代表取締役 竹内 邦治）（以下「当社」）

の株式の 100％を取得し、銀行業高度化等会社※として子会社化することを決議しましたので、お知

らせします。 

※ 銀行法第 16条の 2第 1項 第 15号に規定された銀行の子会社類型の一つ 

 

1. 株式取得の背景・目的 

当社は、千葉県市原市に本社を構え、米や西洋野菜等を生産・販売しており、農作物の生産に

あたっては、農作業の省力化・省人化・効率化の実現・浸透を目指し、スマート農業の企画・開

発・実装にも積極的に取り組んでいます。 

当行グループは、当社の構想・設立から現在に至るまで、役員の派遣を行うとともに、地域農

業の課題解決に向けた取組みで連携してまいりました。 

今般、当社が一次産業の課題解決力の更なる強化と水産業等の新たな事業挑戦を可能とする

ため増資を検討しており、当行は当該増資の全額を引き受けることに加え、既存株主から当社株

式の買取りを行い子会社化することとしました。当社の子会社化によりさらに連携を強化する

ことで、地域の一次産業の課題解決に貢献すべく、当社を『当行グループにおける一次産業の中

核企業』にしていきます。 

当行は、今後も異業種との連携を深めることで、地域の活性化に資する金融・非金融サービス

でお客さまにこれまでにない価値を提供し、地域社会の発展に貢献してまいります。 

2. 株式会社フレッシュファームちばの概要 

商 号 株式会社フレッシュファームちば 

所 在 地 千葉県市原市牛久２８３－１６ 

代 表 者 代表取締役 竹内 邦治 

事 業 内 容 農業 

資 本 金 14,500,000円 

設 立 年 月 日 2018年 3月 16日 

発 行 済 株 式 数 1,450株 

3．株式取得の概要 

異 動 前 の 所 有 株 式 数 70株（議決権の数：70個、議決権所有割合：4.8％） 

取 得 株 式 数 7,380株（議決権の数：7,380個） 

異 動 後 の 所 有 株 式 数 7,450株（議決権の数：7,450個、議決権所有割合：100.0％） 



4．日程 

取 締 役 会 決 議 日 2025年 1月 24日 

株 式 取 得 契 約 締 結 日 2025年 3月（予定） 

株 式 取 得 実 行 日 2025年 3月（予定） 

 

5. 今後の見通し 

本件の、当行の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が

生じた場合には、速やかに開示いたします。 

以 上 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞      

                           経営企画部 企画グループ 中川・園 

電話：043-245-1111（内線 7384・7302） 


